
謝金に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人東京子ども子育て応援団の依頼を受けた者に支払う謝金に関

して必要な事項を定めることを目的とする。 

（謝金の種類） 

第２条 謝金には、講師謝金及びパネリスト等謝金、原稿料謝金があり、原則別表の謝金額を上限

として支給することができる。 

２ 特に必要がある場合は、理事会の承認を経て上限額を上回って支給することができる。 

３ 講演会及び座談会等の会場への出張のために旅費が発生する場合、会員への支払いは別

途定める旅費に関する規程によるものとし、非会員への支払いは実費精算とする。 

（規程の改正） 

第３条 この規程は、理事会の承認を経て改正することができる。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

別表  

謝金の上限額（税引き後の手取額） 

講師謝金 

（1 回につき） 

パネリスト等謝金 

（1 回につき） 

原稿料謝金 

（A4 サイズ1 頁につき） 

会員 非会員 会員 非会員 会員 非会員 

10,000 円 20,000 円 5,000 円 10,000 円 2,500 円 5,000 円 

 

 


